
福井ふるさと割について 

観光営業部観光振興課 

実施事業者 
㈱ＪＴＢ中部 
近畿日本ツーリスト㈱ 
㈱リクルートホールディングス（じゃらん） 

実施方法 
実施事業者が販売するふるさと割の対象となる旅行商品(宿泊プラン、
ツアー)等を購入する際に、購入代金から割引する方法で実施 

割引総額 
１億５千万円 
※国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用 

割引金額 
一泊当たりの金額が 
  5,000円以上10,000円未満の旅行商品 １人１泊当たり最大2,500円 
 10,000円以上の旅行商品       １人１泊当たり最大5,000円  

利用期間 平成２７年７月１日（水）～平成２８年２月２９日（月）の宿泊 

割引対象 県外在住者 

今後の予定 
平成２７年６月１日以降準備の整った事業者から、福井ふるさと割
対象の旅行商品の販売を行います。 

１ 概要 

２ 実施の流れ 
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⑥割引額の支払〔5,000円〕

消費者 宿泊施設

実施事業者 県

（例）消費者が１５，０００円の宿泊プランを購入する場合
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④宿泊〔10,000円〕


